
Ｒ6．３．３１現在

区 分

実施主体
1 1

2

2

3

4

住所要件

　 所得制限

支給方法
　 1／2 県 1／2 1／2

1／2 市町 1／2 1／2

 制度開始
時 期

S58.4.1 一部負担金の導入（一件400円） 範囲拡大（父母のない児童）
S62.4.1 一部負担金の変更（一件800円） 健保本人追加

健康保険法の改正に伴う改正（健保本人追加） H4.4.1 一部負担金の変更（一件900円） 範囲拡大（18歳年度末、児童扶養手当（一部支給）限度額）

健康保険法の改正に伴う改正（入院時の食事療養に係る標
準負担額を助成対象とする）

H6.10.1 健康保険法の改正に伴う改正（入院時の食事療養に
係る標準負担額を助成対象とする）

健康保険法の改正に伴う改正（入院時の食事療養に係る標
準負担額を助成対象とする）

老人訪問看護療養費基本利用料を助成対象とする H9.4.1 対象年齢の拡大（3歳未満） 所得制限の変更

助成方法の改善（領収証明方式の実施） H9.10.1 一部負担金の変更（一件1,000円） 助成方法の改善（領収証明方式の実施）

範囲拡大（３級）、所得制限の導入、標準負担額助成の制
限

H11.4.1 一部負担金の変更（一件1,060円） 範囲拡大（父子家庭の父及びその児童）、所得制限の変更、
標準負担額助成の制限

療育手帳の障害程度を資格認定に追加 H13.4.1 助成方法の改善（領収証明方式の実施） 所得制限の変更

所得制限の変更 H13.9.1 所得制限の導入、一部負担金の廃止、標準負担額助
成の制限

入院時の食事療養に係る標準負担額助成の廃止

範囲拡大(精神１級通院) H15.9.1 対象年齢の拡大（4歳未満）

入院時の食事療養に係る標準負担額助成の廃止 H17.9.1 所得制限の変更

H18.9.1 入院のみ義務教育就学前児童までに対象範囲を拡
大

H20.9.1 通院の対象範囲を義務教育就学前児童までに対象
範囲を拡大

H20.9.1 入院時の食事療養に係る標準負担額助成の廃止

H24.9.1 対象年齢の拡大（小学校6年生まで）
所得制限の変更（児童手当法の改正により、児童手
当特例給付の所得制限から児童手当の所得制限に
変更）

R5.4.1 未就学児における現物給付にかかる児童扶養手当基
準の所得制限を廃止

１　福祉医療費助成制度の概要

障がい者医療費助成制度 子ども医療費助成制度 一人親家庭等医療費助成制度

市町 同左 同左

対象範囲

　身体障害者でその等級が１・２級及び３級の者(入通院） 通院：小学校６年生までの児童
入院：小学校６年生までの児童
　　※平成24年9月から対象拡大

18歳未満児（年度末児童）を扶養している一人親家庭の母又は父
及びその児童等

知能指数が35以下と判定された者又は療育手帳の障害程度が最重
度・重度の者（入通院） 　父母のない18歳未満児

身体障害者でその等級が4級の者のうち、知能指数が50以下と判定
された者又は療育手帳の障害程度が中度の者（入通院）

　精神障害者でその等級が１級の者（通院のみ）

当該市町の区域内に住所を有する 同左 同左

障害児福祉手当を準用 児童手当を準用 (平成24年9月から変更） 児童扶養手当（一部支給）を準用

対 象
医 療 費

医療保険各法の規定による自己負担相当額（証明書料を含む） 医療保険各法の規定による自己負担相当額（証明書料を含む） 医療保険各法の規定による自己負担相当額（証明書料を含む）

ただし、精神１級については通院分のみ、後期高齢者医療制度
の対象者に関しては証明書料は助成しない。

償還払い・現物給付（未就学児） 同左 同左

負担割合
県 県

市町 市町

昭和48年4月1日 昭和48年10月1日 昭和53年1月1日

事 業 の
沿 革

S58.2.1 老健法施行に伴う改正（65歳以上重度障害者要綱作成） S58.4.1
S59.10.1

S59.10.1

H20.9.1

H5.4.1

H6.10.1 H6.10.1

H9.10.1 H10.8.1

H13.4.1 H13.4.1

H20.9.1

H20.9.1

H13.9.1 H13.9.1

H16.4.1 H17.9.1

H17.9.1



対 象 者

①

②

実施年月日

①

②

③

所 得 制 限

自 己 負 担

実施年月日

所 得 制 限

実施年月日

対 象 者

所 得 制 限

8年度～

実施年月日 S58.4.1 1,020円 H9.4.1 H9.10.1 H11.4.148年10月1日 H4.4.1 H6.10.1S62.4.1

一 部 負 担
金の変更

福祉医療費助成制度　改正の流れ（１）

1,000円

5，6年度

一 部 負 担
金の変更

1,060円

乳
幼
児
医
療
費

2歳未満の乳幼児

なし

自 己 負 担

900円

3歳未満の
乳幼児

なし

800円

7年度

1,010円

S59.10.1 H5.4.1 H6.10.1S58.4.1

入 院 、 入 院
外 と も 1 ヶ 月
につき400円

一部負担金
の変更

一 部 負 担
金の変更

一 部 負 担
金 は 4 年 4
月1日の改
正 で 老 健
法によるこ
と と な っ た
ため、物価
ス ラ イ ド で
毎 年 変 更
している。

入院時の食事療
養費に係る標準
負担額を助成対
象とする。

1,000円

H10.8.1

所得税非課税世帯

所 得 制 限
を平成9年
度 児 童 扶
養 手 当 所
得 制 限 額
に 相 当 す
る 額 と す
る。

自 己 負 担 なし 所得制限を児童
扶養手当法施行
令に定める額と
する。

健 保 本 人
追加

義務教育終了前
から18歳年度末
までに変更

入院時の食事療
養費に係る標準
負担額を助成対
象とする。

なし

なし

48年4月1日 S58.2.1

一
人
親
家
庭
等
医
療
費

対 象 者
母子家庭の母及び
義務教育終了前の
児童

父母のない義務教育
終了前の児童を加え
る

53年1月1日

H9.10.1 H13.1.1

老人訪問看護療
養費基本利用料
を助成対象とす
る

S59.10.1 H6.10.1 H9.10.1

障
が
い
者
医
療
費

対 象 者
身体障害者で
その等級が1,2
級の者

左記の障害要件を備
えた老人保健法（医
療）の対象者への助
成

健 保 本 人
追加

入院時の食事療
養費に係る標準
負担額を助成対
象とする。

ＩＱが35以下と
判定された者

身体障害者で
その等級が3,4
級の者のうちＩ
Ｑ が 50 以 下 と
判定された者

6,000円以上の
場合は3,000円

6,000円以下の
場 合 は そ の
1/2の額

55年1月1日 S58.2.1 S59.10.1 S61.4.1 S62.2.1 H2.4.1 H4.2.1

から から

自 己 負 担
医療保険各法の規
定による自己負担
相当額が

入院のみ2ヶ月に限り
1日200円を加算

8,000円 10,000円

へ へ

一 部 負 担
金の変更

一 部 負 担
金 の 変 更
（ 計 算 方
法）

一 部 負 担
金 の 変 更
（ 計 算 方
法）

所 得 制 限 老人福祉法施行令
第2条に定める額 国民年金法施行令

第5条の4第2項又は
第6条の4第1項に定
める額

6,000円 8,000円

区分 制度内容 改正内容

老
人
医
療
費

68歳、69歳の老人 健 保 本 人
追加

新 国 民 年
金 法 施 行
に伴う改正
（制度内容
に 変 更 な
し）

一 部 負 担
金の変更

年 齢 表 現
等整理（制
度 内 容 に
変更なし）



令和5年3月31日現在

対 象 者

実施年月日

① ① ①

②

② ②

③

③ ③

④

所 得 制 限

自 己 負 担

対象医療費

実施年月日

所 得 制 限

対象医療費

実施年月日

所 得 制 限 児童手当

対象医療費

そ の 他

未就学児における現
物給付にかかる児童
扶養手当基準の所得
制限を廃止

実施年月日 H２４年９月1日 R5年4月1日

Ｈ１７年９月1日

福祉医療費助成制度　改正の流れ（２）

身体障害者でその等級が1,2
級及び３級の者

ＩＱが35以下と判定された者
又は療育手帳A（最重度・重
度）を保有している者

身体障害者でその等級が4
級の者のうちＩＱが50以下と
判定された者又は療育手帳
B（中度）を保有している者

精神障害者でその等級が1
級の者（通院のみ）

なし
（標準負担については、市町村民税
非課税世帯で減額認定されている

者に限る）

Ｈ１３年９月1日 Ｈ１６年４月1日

一
人
親
家
庭
等
医
療
費

Ｈ１８年９月１日

入院時の食事療養に係る標準負
担額助成の廃止

入院時の食事療養に係る標準負
担額助成の廃止

入院時の食事療養に係る標準負
担額助成の廃止

入院：就学前の乳幼児
通院：４歳未満の乳幼児

H２０年９月１日

H２０年９月１日

就学前の乳幼児

H２０年９月1日

児童扶養手当（一部支給）

Ｈ１７年９月１日

自 己 負 担 なし
（標準負担については、市町村民税
非課税世帯で減額認定されている

者に限る）

Ｈ１３年９月1日 Ｈ１５年９月1日

児童手当（特例給付）

H１３年９月1日

対 象 者
①18歳年度末未満児を扶養してい
る一人親家庭の母又は父及びその
児童等
②父母のない18歳年度末未満児

児童扶養手当（一部支給）＋80万円

子
ど
も

（
乳
幼
児

）
医
療
費

対象者 ３歳未満の乳幼児 ４歳未満の乳幼児

児童手当（特例給付）＋80万円

Ｈ１７年９月1日

自 己 負 担 なし
（標準負担については、市町村民税
非課税世帯で減額認定されている

者に限る）

H１３年９月1日 Ｈ１４年4月1日 Ｈ１５年８月３1日

障害児福祉手当＋８０万円

身体障害者でその等級が4
級の者のうちＩＱが50以下と
判定された者又は療育手
帳B（中度）を保有している
者

障害児福祉手当

障
が
い
者
医
療
費

対 象 者
身体障害者でその等級が1,2級
及び３級の者

身体障害者でその等級が
1,2級及び３級の者

ＩＱが35以下と判定された者
ＩＱが35以下と判定された者
又は療育手帳A（最重度・
重度）を保有している者

身体障害者でその等級が4級の
者のうちＩＱが50以下と判定され
た者

3,000円
（経過措置あり）

から

自 己 負 担 3,200円

へ

小学校6年生まで

改正内容区分

老
人
医
療
費

一部負担金
の変更

所 得 制 限 市町村民税非課税世帯に属するも
の 制度廃止


